
：申請者 ：県

　7月14日（金）～8月8日（火）

【８月中旬～下旬】

【８月下旬】

【交付決定後～翌年３月末】

【事業完了後30日以内または3月末日のいずれか早い期日まで】

（備考）

補助金の交付決定後に、補助事業の内容などを変更する場合は、変更承認の申請が必要です。

募集

補助金の支払い

　ＤＶ被害者自立支援サポート事業　実施手順

補助金の交付決定

事業の実施

実績報告書の提出

選考委員会

申請
申請書を提出してください。
①補助金交付申請書 ②事業計画書 ③収支予算書

文書で通知します。

事業完了後、速やかに提出してください。
①実績報告書 ②事業実施報告書 ③収支決算書 等

実績報告書の検査後、補助金の額を確定し文書で通知
します。
額の確定の通知文書の受領後、請求書を提出してくだ
さい。

選考委員会では書類審査を行います。
申請事業の内容等について，事務局から事前に問い合
わせを行うことがあります。


